
 

ちばの木ふれあい空間創出事業実施要領 

 

（趣旨） 

第１条 ちばの木ふれあい空間創出事業の実施については、ちばの木ふれあい空間創出 

事業補助金交付要綱(以下、｢要綱｣という。)によるほか、この要領の定めるところによ

る。 

 

（事業の目的） 

第２条 本事業は、公共建築物及び民間の展示効果の高い施設における県産木材を使用し

た内装等の木質化や木製品の設置に係る経費を支援することにより、県産木材の利用促

進を通じて森林の健全な育成を図ることを目的とする。 

 

（補助率） 

第３条 要綱別表で定める上限４００万円の上限とは、年間の利用者数が延べ２万人以上、

かつ、要綱第５条第７号で規定する表示板設置のほかに独自に県産木材の普及啓発に取

り組む、特に高い展示効果が見込まれる施設とする。ただし、学校・社会福祉施設は  

上限１００万円とする。 

 

（補助対象） 

第４条 次の各号のいずれかに該当するものは、補助の対象とならない。 

（１） 事務室や執務室等、限られた者のみが利用する場所。 

（２） 内装等を実施しようとする箇所について、既存の内装等が木質であった場合。 

（３） 既存の木製品を処分して、同様の木製品を導入する場合。 

 

（交付申請） 

第５条 要綱第６条第１項の規定により補助金交付申請書を提出するときは、ちばの木 

ふれあい空間創出事業計画書（第１号様式）、申請者の概要（第２号様式）、その他必要

書類を添付すること。 

 

（実績報告書） 

第６条 事業実施主体は、要綱第９条第１項の規定により事業完了後速やかに実績報告書

を提出し、事業実施年度の３月末日までに実施内容及び支出に関する確認検査を受検完

了しなければならない。 

２ 実績報告書には、事業実績書(第４号様式)、完成写真（印刷、画像データ）のほか   

支出証拠書類の写し、産地及び合法性の確認できる書類の写し（「ちばの木管理票」とそ



 

れに付随する「森林経営計画書」及び「認定書」、再造林について記載された「伐採及び

伐採後の造林の届け出受理通知」等の書類）、消費税の納税対応状況確認表（第５号様式）

を添付すること。 

 

（普及啓発） 

第７条 事業実施主体は、県が県産木材の普及啓発を目的として行う広報用素材の撮影、

施設見学会の開催、アンケート調査などの広報活動に協力しなければならない。また、

県が広報用素材として撮影した画像及び事業実施主体が県に提出した画像や施工業者

の情報を、県のホームページやパンフレット等に使用することに同意するものとする。 

 

（その他） 

第８条 この要領に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項については、  

知事が別に定めるところによるものとする。 

 

附 則 

この要領は、平成３０年７月２日から施行し、平成３０年度予算に係る補助金から適用

する。 

附 則 

この要領は、平成３１年４月２４日から施行し、平成３１年度予算に係る補助金から 

適用する。 

附 則 

この要領は、令和２年５月１９日から施行し、令和２年度予算に係る補助金から適用 

する。 

附 則 

この要領は、令和４年５月１６日から施行し、令和４年度予算に係る補助金から適用す

る。 

附 則 

この要領は、令和５年３月２４日から施行し、令和５年度予算に係る補助金から適用す

る。 

附 則 

この要領は、令和６年４月１６日から施行し、令和６年度予算に係る補助金から適用す

る。 

附 則 

この要領は、令和７年５月８日から施行し、令和７年度予算に係る補助金から適用する。 



 

第１号様式(第５条) 

ちばの木ふれあい空間創出事業計画書 

 

 

１ 事業計画の概要 

 

 

 

２ アピールポイント(展示効果、デザイン、機能性等) 

 

 

 

３ 対象施設に関する事項 

名 称  

所 在  

種 別  

構 造         造      階建て 

延 べ 床 面 積  

想 定 さ れ る 

利 用 者 数 
 

施設を使用する

権 利 等 

(該当するものを○印で囲んでください。｢その他｣の場合は括弧内に具体的に 
記載してください。) 

 
所有 ・ 賃借 ・ その他(         ) 

 

 

 

 

 

 

 



 

４ 計画内容 

（１）内装等の木質化 

木 質 化 す る 部 分  

木質化する延べ面積 
壁、床、天井等の木質化面積（ｍ２） 

 

木 材 の 加 工 方 法 
(乾燥方法・防蟻・防腐・塗装など) 

 

木 材 使 用 量 

( 樹 種 ・ 材 積 ) 

樹種            材積（ｍ３） 

 

県 産 木 材 使 用 量 

( 樹 種 ・ 材 積 ) 

樹種            材積（ｍ３） 

 

県 産 木 材 

納 入 予 定 業 者 
 

施 工 予 定 業 者  

 

（２）木製品の導入 

導 入 す る 箇 所  

導入する製品種別  

製 品 名 称 ・ 数 量  

県 産 木 材 使 用 量 

( 樹 種 ・ 材 積 ) 

樹種            材積（ｍ３） 

 

納 入 予 定 業 者  

 



 

５ 事業費等 

区分 
事業費 

（円） 

補助対象経費 

(円) 

補助対象経費の内訳(円) 

備考 県補助金 

（千円未満切り捨て） 

負担金 

内装等の

木質化 

 
  

 
 

木製品の

導入 

 
  

 
 

計 
 

  
 

 

【留意事項】消費税の一般課税事業者においては、消費税及び地方消費税相当額を除いた額を｢補助対象

経費｣に記載すること。ただし、申請時において消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額が明らか

でないものについては、この限りではない。 

 

６ 実施スケジュール 

本事業に関する工期 

（木質化・木製品の設置に係る工期） 

始期      年  月  日 

終期      年  月  日 

 

７ 他の補助金等に関する確認 

該当するものを○印で囲んでください。 

本事業以外の補助金等の受給(予定)の有無 あり  ・  なし 

 

８ 表示板の設置など県産木材をＰＲする取組 

該当するものを○印で囲んでください。 

表示板の設置 あり  ・  なし 

その他（補助金額の上限が

400万円の枠の場合） 

※独自の取組があれば 

具体的に記載してください 

 

 

 

  

 



 

 

 添付資料 

☐ （１）対象施設の所在地を表示した位置図 

☐ （２）対象施設のパンフレット・写真 

☐ （３）想定される利用者数の積算根拠資料 

（４）内装等の木質化に係る資料 

☐   ア 木質化実施箇所周辺の写真 

☐   イ 設計図(立面図、平面図、断面図、内観イメージ図等) 

県産木材の使用箇所がわかるよう明示すること。 

☐   ウ 完成イメージ図等 

（５）木製品の導入に係る資料 

☐   ア 木製品を設置する箇所周辺の写真 

☐   イ 木製品の配置図 

☐   ウ 既製の木製品を導入する場合は、パンフレット等の製品の仕様がわかる資料 

☐   エ 木製品を製作する場合は、設計図(立面図、平面図等) 

☐ （６）木材使用量明細書 

☐ （７）全体事業費及び補助対象経費の積算根拠資料(見積書等) 

☐ （８）要綱第５条第７号に規定する表示板に係る資料(仕様図・設置箇所等) 

☐ （９）補助対象施設を所有等していることが確認できる書類 

☐ （１０）千葉県税の完納情報提供に関する同意書（要領第３号様式）、 

または完納証明書の写し 

☐ （１１）法人登記の全部事項証明書の写し 

☐ （１２）直近の決算に係る損益計算書 

☐ （１３）誓約書(要綱第７号様式) 

     ※押印したものを電子データで提出する場合、原本を申請者が保管すること。 

☐ （１４）役員等名簿(要綱第８号様式) 

☐ （１５）その他知事が必要と認める資料 



 

第２号様式(第５条) 

申 請 者 の 概 要 

 

団体・企業の情報 

団体名 

企業名 
 

代表者 

役職・氏名 
 

所在地 

〒  － 

 

設立年月日  

資本金・出資金  

従業員数 

(構成員数・会員数) 
 

(団体)設立目的 

(企業)主な業務内容 

 

消費税等の課税方式 

(該当するものを○印で囲んでください) 

一般課税事業者 ・ 簡易課税事業者 ・ 免税事業者 

事務担当者 

役職・氏名  

連絡先 

TEL  

FAX  

E-mail 

  



 

第３号様式（第５条） 

令和7年度 千葉県税の完納情報提供に関する同意書 

 

                            令和  年  月  日  

 

千葉県知事 熊谷 俊人 宛て 

 

【申請者】 

法人本社所在地 

 

フ リ ガ ナ  

法 人 名 
 

電 話 番 号  

 

【同意する事項】（以下の内容を読んで、□にチェックを入れてください。） 

□ 申請者は、以下のことに同意します。 

全ての千葉県税（個人県民税および地方消費税を除く。）およびこれに付随する延滞

金等の納付または納入の状況に関して、千葉県の税務担当職員が納付状況の審査に関

わる職員に対して、千葉県税の完納情報の提供を行うこと。 

 

【注意事項】 

＊この同意書が提出された時点で千葉県税を納付書等により完納していたとしても、

完納が確認できるまでに、時間差が生じる場合がありますので、御了承ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第４号様式(第６条) 

ちばの木ふれあい空間創出事業実績書 

 

 事業内容 

（１）内装等の木質化 

木 質 化 部 分  

木 質 化 延 べ 面 積 
壁、床、天井等の木質化面積（ｍ２） 

 

木 材 の 加 工 方 法 
(乾燥方法・防蟻・防腐・塗装など) 

 

木 材 使 用 量 

( 樹 種 ・ 材 積 ) 

樹種            材積（ｍ３） 

 

県 産 木 材 使 用 量 

( 樹 種 ・ 材 積 ) 

樹種            材積（ｍ３） 

 

県 産 木 材 

納 入 業 者 
 

施 工 業 者  

完 成 年 月 日  

 

（２）木製品の導入 

導 入 箇 所  

導 入 製 品 種 別  

製 品 名 称 ・ 数 量  

県 産 木 材 使 用 量 

( 樹 種 ・ 材 積 ) 

樹種            材積（ｍ３） 

 

納 入 業 者  

納 入 年 月 日  

 



 

第５号様式（第６条） 

消費税の納税対応状況確認表 

 

 

納税対応区分 
該当する 
ものに 

○印を記入 

消費税等 
仕入控除
税額 

１ 免税事業者  

なし 

２ 補助対象経費のすべてが非課税仕入れである  

３ 簡易課税方式により申告している  

４ 公益法人等で特定収入割合が5%を超えている  

５ 補助対象経費に係る消費税を、個別対応方式において 
｢非課税売上のみに要するもの｣として申告している。  

 

６ 課税売上高が5億円以下で、かつ課税売上割合が95%以上  

あり ７ 課税売上高が 5 億円
超、又は課税売上割合
が95%未満 

個別対応方式により確定申告  

一括比例配分方式により確定申告  

 


